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令和２年７月豪雨により被災した組合員等に係る 

一部負担金等の徴収の猶予等について（要請及び意向確認） 

 
 
 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

 令和2年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予に係る取扱期間が

令和2年12月末日までに延長となったことについては、令和2年10月21日付 2長薬発第

712号等でお知らせしたところですが、各共済組合においても引き続き延長されると

のことです。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいま

すよう、よろしくお願いいたします。 
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